
秋田市民俗芸能伝承館等清掃業務仕様書

秋田市民俗芸能伝承館等清掃業務の委託者と受託者は、秋田市民俗芸能伝承館お

よび旧金子家住宅における清掃業務を本仕様書により執行するものとする。

１ 履行場所

(1) 秋田市大町一丁目３番３０号

秋田市民俗芸能伝承館（博物館類似施設）

(2) 秋田市大町一丁目３番３１号

旧金子家住宅（秋田市指定有形文化財）

２ 委託期間

令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで

３ 業務内容

(1) 一般事項

ア 建物の各材質の特性や使用状況を充分検討し、最適の清掃消耗品・資材を

選定し、使用すること。

イ 従事者の人員は、別紙「秋田市民俗芸能伝承館等清掃基準」に記す業務を

遂行できる人員とすること。

ウ 履行場所が博物館類似施設および市指定有形文化財であることの特殊性を

十分認識し常識ある者とすること。なお、性別・年齢・学歴は問わない。

エ 従事者は、前述の者の中から厳選し、氏名を書面で提出すること。

(2) 従事者の職務

ア 担当業務に精通するとともに、常に規律を守り品位を保ち、履行場所の利

用者に対し、明朗かつ親切に対応すること。

イ 火災、盗難および事故等の防止には十分注意し、安全作業に努めること。

ウ 建物、物品およびその他の破損等の異常箇所を発見したときは、直ちに委

託者に報告し、指示を受けること。

エ 防火管理については、履行場所の防火管理者が定める計画に従い、委託者

が実施する消防訓練に参加すること。

オ 事故防止には万全を期し、万一事故が発生した場合は、委託者に通報する

とともに、迅速かつ適切な措置を講じ事態の拡大防止に努めること。

カ 災害が発生したとき、又は発生のおそれがあるときは、警戒体制をとり事

故の防止に万全を期すること。

キ 業務上知り得た秘密や情報を漏らさないこと。

(3) 業務日および業務時間

毎週水曜日および年末年始（１２月２９日から１月３日まで）を除き、毎日

午前８時３０分から午後３時３０分までとする。（１時間の休憩時間を含む。）

ただし、委託者の承諾を得て業務日および業務時間を変更することができる。

(4) 清掃業務内容

清掃業務は、別紙「秋田市民俗芸能伝承館等清掃基準」に基づき業務を執行

すること。
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４ 委託業務完了報告

委託者は、月毎に業務完了報告書を委託者に提出し確認を受けるものとする。

なお、委託業務に関する関係法令に基づく手続き又は提出書類の作成等は受託者

の負担において行うものとする。

５ 経費の負担

(1) 委託者負担

ア 業務道具の保管場所および休憩場所

イ 委託業務実施に必要な光熱水費

ウ トイレットペーパー、トイレ手洗い石けん、便座クリーナー液、ゴミ袋

エ 上記ア～ウに密接不可分なものの経費

(2) 受託者負担

ア 業務用具一式に係る経費

イ 掃除機、雑巾、洗剤、ワックス等の資材・消耗品費

ウ 委託業務に関する関係法令に基づく手続き又は提出書類の作成等

６ その他

本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて委

託者と受託者が協議して定める。
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秋田市民俗芸能伝承館等清掃業務基準

秋田市民俗芸能伝承館および旧金子家住宅（以下、履行場所という。）における
清掃業務は、本基準に則り実施するものとする。

１ 清掃業務の範囲

履行場所における清掃業務はおおむね次のとおりとする。
・日常清掃に関すること。
・定期清掃に関すること。
・清掃衛生関係機器および消耗品の管理（点検・調整・整備・配置・補充）に

関すること。
・塵芥の収集処理に関すること。

（清掃対象床面積）

・秋田市民俗芸能伝承館：1340.02㎡
・旧 金 子 家 住 宅： 607.92㎡

計：1947.94㎡

２ 一般事項
(1) 清掃にあたっては、履行場所の業務に支障のないように十分留意すること。
(2) 通行の頻繁な箇所および汚れの著しい箇所は常に巡回し、随時必要な清掃を
行い清潔な状態を保つこと。

(3) 清掃器具の取扱いによる衝撃・湿気等で機械器具物品等を損傷させないこと。
(4) 引火性ベンジン・ガソリン等の薬品は絶対使用しないこと。
(5) 電気・水道の使用については極力節約に努めること。
(6) 清掃工程・回数は「清掃業務基準表」のとおりとするが、作業回数はすべて

標準的なものであり、使用度数および汚れの度合いにより回数を増減し、全体
として平均回数を保つこと。

(7) トイレットペーパーおよび手洗用石けん類は、委託者が支給するものを用
い、その補充に十分留意すること。

３ 日常清掃
(1) 床の清掃
ア 石質床およびビニールタイル等の床で委託者の指示する箇所は真空掃除機

を用い、その他は固くしぼった水拭きモップで塵を除去すること。
イ カーペット敷床は、真空掃除機で丁寧に集塵を行い、毛を損傷しないよう
に織り目に従って数回繰り返して入念に掃除すること。

ウ 畳は、畳の清掃用具で丁寧に集塵を行い、畳を損傷しないように織り目に

従って入念に掃除すること。
エ 板張り床で委託者が指示する箇所は真空掃除機を用い、その他は固く絞っ
た水拭きモップで塵を除去すること。

オ 土間の箇所は庭箒による除塵を行い物品は乾布および塵払いをすること。

カ ア～オにおいて、容易に移動できる椅子等の物品類は移動のうえ入念に清
掃すること。
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(2) 壁および窓の清掃

手の届く範囲の壁および窓は塵埃を払い、必要な場合は清水で雑巾がけをす
ること。

(3) トイレの清掃
ア トイレは随時見回り、汚れを発見した場合は、直ちに掃除すること。

イ トイレ・洗面器・汚物捨器類は、丁寧に水洗いのうえ布拭きをすること。
(4) 湯沸室および湯沸器類の清掃
ア 湯沸室の床は丁寧に掃除し、水垢等が付着しないようにすること。
イ 湯沸室の茶がら等は所定の場所に捨て、容器は水洗いのうえ、所定の位置

に置くこと。
(5) その他
ア ドア金具・階段金具・その他の金具は乾布で磨き出しすること。
イ 各室の屑籠の屑は、可燃性のものと不燃性のものとに分類して処理すること。

ウ 集めた屑、塵芥はまとめて所定の場所まで搬出すること。

４ 定期清掃
清掃作業基準表に基づくものとし、実施日については協議のうえ決定すること。

なお、実施にあたっては作業写真を撮影し、業務完了報告書に添付すること。
(1) ワックス塗布およびカーペットクリーニング

年２回とし、床材にあった清掃用具・資材を用いて実施すること。
なお、容易に移動できる椅子等の物品は移動のうえ実施することとする。

(2) 窓ガラス清掃（内側・外側）
年２回とし、手の届く範囲の窓ガラスを石けん水又は薬液類（サッシに有害

なものを除く）で拭き、更に乾布で磨くこと。
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秋田市民俗芸能伝承館　清掃作業基準表

階

番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

箇所名

駐
車
場

正
面
玄
関
回
り

展
示
ホ
ー

ル

事
務
室

ト
イ
レ
・
多
目
的
ト
イ
レ

機
械
室

湯
沸
室

通
路

階
段

第
１
展
示
室

貸
出
ス
ペ
ー

ス

通
路

階
段

第
２
展
示
室

通
路

階
段

仕上区分

　 清掃方法

イ
ン
タ
ー

ロ
ッ

キ
ン
グ

磁
器
質
タ
イ
ル
等

ビ
ニ
ー

ル
タ
イ
ル

ビ
ニ
ー

ル
タ
イ
ル

磁
器
質
タ
イ
ル

コ
ン
ク
リ
ー

ト

ビ
ニ
ー

ル
タ
イ
ル

ビ
ニ
ー

ル
タ
イ
ル

ビ
ニ
ー

ル
タ
イ
ル

カ
ー

ペ
ッ

ト

カ
ー

ペ
ッ

ト

カ
ー

ペ
ッ

ト

ビ
ニ
ー

ル
タ
イ
ル

カ
ー

ペ
ッ

ト

カ
ー

ペ
ッ

ト

ビ
ニ
ー

ル
タ
イ
ル

真空掃除機による床清掃 ○ □ ○ ○ ○

床の掃き拭きによる清掃 ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○

モップ等による水拭き清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

机・テーブル雑巾がけ清掃

物品・什器の除塵、拭き清掃 □ □ □ □ □

衛生陶器・鏡のみがき清掃 ○

ゴミ箱収集・処理 ○ ○

手すりの拭き掃除 □ □ □ □

流し台の清掃 ○

床面洗浄ワックス塗布 △ △ △ △ △ △ △

カーペットクリーニング △ △ △ △ △

ガラス清掃 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

３階１階 ２階

１～３階は

観覧エリア

○ １日１回

□ 随時

△ 年２回
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秋田市民俗芸能伝承館　清掃作業基準表

階

番号 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

箇所名

第
１
会
議
室

第
１
練
習
室

第
２
練
習
室

ロ
ビ
ー

ト
イ
レ

湯
沸
室

通
路

階
段

第
２
会
議
室

第
３
練
習
室

ロ
ビ
ー

ト
イ
レ

湯
沸
室

通
路

階
段

仕上区分

　 清掃方法

和
室
畳

カ
ー

ペ
ッ

ト

カ
ー

ペ
ッ

ト

カ
ー

ペ
ッ

ト

ビ
ニ
ー

ル
タ
イ
ル

カ
ー

ペ
ッ

ト

カ
ー

ペ
ッ

ト

ビ
ニ
ー

ル
タ
イ
ル

和
室
畳

能
舞
台
ひ
の
き
・
畳

カ
ー

ペ
ッ

ト

ビ
ニ
ー

ル
タ
イ
ル

木
床
・
カ
ー

ペ
ッ

ト

木
床

ビ
ニ
ー

ル
タ
イ
ル

真空掃除機による床清掃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

床の掃き拭きによる清掃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

モップ等による水拭き清掃 〇 〇 〇 〇

机・テーブル雑巾がけ清掃 〇 〇 〇 〇

物品・什器の除塵、拭き清掃 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

衛生陶器・鏡のみがき清掃 〇 〇

ゴミ箱収集・処理 〇 〇

手すりの拭き掃除 □ □

流し台の清掃 □ □

床面洗浄ワックス塗布

カーペットクリーニング △ △ △ △ △ △ △

ガラス清掃 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

４階 ５階

４～５階は貸出エリア

○ １日１回

□ 随時

△ 年２回

6 / 15



旧金子家住宅　清掃作業基準表

階

番号 1 2 3 4 5 8 9

箇所名

畳
敷
部
屋

板
敷
部
分

土
間

流
し
台

ト
イ
レ

畳
敷
部
屋

板
敷
部
分

仕上区分

　 清掃方法

和
室
畳
敷

杉
板

黒
土

ス
テ
ン
レ
ス
・
木
棚

陶
器
・
磁
器
タ
イ
ル

和
室
畳
敷

杉
板

真空掃除機による床清掃 ○ ○ ○ □ □

床の掃き拭きによる清掃 ○ ○ ○ ○ ○ □ □

モップ等による水拭き清掃 ○ □ ○ □

机・テーブル雑巾がけ清掃 ○ ○

物品・什器の除塵、拭き清掃 □ □ □ □ □

衛生陶器・鏡のみがき清掃 ○

ゴミ箱等収集・処理 ○

手すりの拭き掃除 □ □

流し台の清掃 □

床面洗浄ワックス塗布

カーペットクリーニング

ガラス清掃 △ △ △ △ △

１階 ２階

○ １日１回

□ 随時

△ 年２回

１階は観覧・貸出エリア

２階は非公開エリア
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○業務対象建築物

設 計 書

工 種
設計担当者

委 託 番 号

年 度 令和　２　年度 作成年月日  令和　　年　　月　　日

業 務 名 　秋田市民俗芸能伝承館等清掃業務委託

○業務概要
　秋田市民俗芸能伝承館および旧金子家住宅
の清掃業務を委託するもの。秋田市長期継続
契約を締結することができる契約に関する条
例に基づき、３年間の契約とする。

履 行 場 所
秋田市大町一丁目３番３０号、
秋田市大町一丁目３番３１号

・秋田市民俗芸能伝承館
　鉄骨造５階建、床面積：1340.02㎡
　博物館類似施設
・旧金子家住宅

財源 (補助 )区分 国　　補 ・ 県　　補 ・ （ 市　　単 ） （年度別内訳）
令和３年度 円

　博物館類似施設(市有形文化財)
　木造２階建、床面積：607.92㎡設 計 金 額

履 行 期 限

令和４年度 円
令和５年度 円

令和６年３月３１日　まで

10 / 15



名　　　　　　称 　品種　形状寸法 員数 単位 単価(円) 金額(円) 摘    要

秋田市民俗芸能伝承館等清掃業務委託

Ⅰ　令和３年度 年額 1 式 明細書第１号

Ⅱ　令和４年度 年額 1 式 明細書第２号

Ⅲ　令和５年度 年額 1 式 明細書第３号

合計

内　訳　書
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第１号

名　　　　　　称 　品種　形状寸法 員数 単位 単価(円) 金額(円) 摘    要

Ⅰ　令和３年度

　(1) 直接人件費 308 日

　(2) 直接物品費 消耗品費等 1 式

　(3) 業務管理費 1 式

　(4) 一般管理費 1 式

　(5) 特別清掃費
ワックス塗布、窓ガラス清
掃等 4 回

調整額 千円未満切捨て

業務価格

消費税相当額

合計

明　細　書
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第２号

名　　　　　　称 　品種　形状寸法 員数 単位 単価(円) 金額(円) 摘    要

Ⅱ　令和４年度

　(1) 直接人件費 307 日

　(2) 直接物品費 消耗品費等 1 式

　(3) 業務管理費 1 式

　(4) 一般管理費 1 式

　(5) 特別清掃費
ワックス塗布、窓ガラス清
掃等 4 回

調整額 千円未満切捨て

業務価格

消費税相当額

合計

明　細　書
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第３号

名　　　　　　称 　品種　形状寸法 員数 単位 単価(円) 金額(円) 摘    要

Ⅲ　令和５年度

　(1) 直接人件費 309 日

　(2) 直接物品費 消耗品費等 1 式

　(3) 業務管理費 1 式

　(4) 一般管理費 1 式

　(5) 特別清掃費
ワックス塗布、窓ガラス清
掃等 4 回

調整額 千円未満切捨て

業務価格

消費税相当額

合計

明　細　書
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備　　　　考

給　　与 　４月１日から３月３１日まで

合計

給与計算資料（年額）

説　　　　　　　　　　　　　　　明 年　　　　額

令和３年度 　　　　円/日×308日

令和４年度 　　　　円/日×307日

令和５年度 　　　　円/日×309日
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